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	第　　号
	

	年　　月　　日
住所
氏名　　　　　様
富岡町長　　　　　　　　　　
保全担保提供命令に係る提供期限までに担保の提供がないので、地方税法第16条の3第4項の規定により抵当権を設定します。なお、この処分について不服がある場合は、この通知書を受けとった日の翌日から起算して3か月以内に町長に審査請求をすることができます。

	担保されるべき町税
	税目
	金額

	
	
	

	抵当権設定
財産の種類
	



